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　　②　減価償却引当預金……………減価償却累計額に見合う引当預金を積立て、再

２

３

258,129,966 4,283,196 8,800,000合　計

基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

253,613,162

0 1,658,016
財政調整積立預金(定期預金)

(単位：円）

(うち指定正味財産 (うち一般正味財産 (うち負債に
科　　目 当期末残高

投資有価証券(私募債） 131,250,000 0 0 131,250,000
定期預金 48,750,000 0 0 48,750,000

30,000,000 0
減価償却引当預金 1,374,820
危険負担準備引当預金 40,984,471 0 0 40,984,471

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 

重要な会計方針

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券………取得価額を計上している。（時価のないもの）

② 減価償却引当預金…………… 減価償却累計額に見合う引当預金を積立て、再取得資金の留

（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

引当預金の計上基準について

貯蔵品………最終仕入原価法

（３） 固定資産の減価償却の方法

283,196

国の補助金廃止への備えと給付金の一時的な増加に対応する

ために積立てた預金。

（４）

当期減少額 当期末残高

保に努める。

消費税の会計処理は税込方式によっている。

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

前期末残高 当期増加額

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円）

科　　目

① 危険負担準備引当預金………

（６） 消費税等の会計処理

（５）

特定資産

リース取引の処理方法

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

　一般財団法人への移行に伴い、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月1日改正　

内閣府公益認定等委員会）を採用している。

法人税法の改正に伴い、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、累積償却額が取得価額の９５％に到達し

た年度の翌年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し

減価償却費に含めて計上している。

車輌運搬具及び什器備品………定額法

（追加情報）

財政調整積立預金(普通預金)

4,000,000 26,000,000
5,770,675 4,000,000 4,800,000 4,970,675

からの充当額) からの充当額) 対応する額)

特定資産 －

減価償却引当預金 1,658,016 (0) (1,658,016) －
財政調整積立預金(定期預金) 26,000,000 (0) (26,000,000) －

危険負担準備引当預金 40,984,471 (0) (40,984,471) －

財政調整積立預金(普通預金) 4,970,675 (0) (4,970,675) －
投資有価証券(私募債） 131,250,000 (0) (131,250,000) －
定期預金 48,750,000 (0) (48,750,000) －

小　計 253,613,162 (0) (253,613,162) －
合　計 253,613,162 (0) (253,613,162) －



４

１

合　計 1,835,899 1,658,016

減価償却累計額 当期末残高

車輌運搬具 991,850 909,194 82,656

什 器 備 品 844,049 748,822 95,227

177,883

附　属　明　細　書

基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記２に記載しているため作成を省略している。

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位：円）

科　　　目 取 得 価 額


